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香取市及び国土交通省利根川下流河川事務所では、令和７年３月末を持ってＰＦＩ

の事業期間が満了する佐原広域交流拠点（道の駅・川の駅「水の郷さわら」）について、

次期事業のあり方の検討を進めております。 

このたび、次期事業について民間事業者から幅広く意見や提案を聴取するためのサ

ウンディング調査（以下、「本調査」という。）を実施したので、結果を公表いたします。 

 

〇　個別対話を希望した民間事業者から意見を聴取しました。 

〇　今回いただいたご意見、ご提案等を参考に、次期事業の事業条件等を検討する

など事業者公募に向けた準備を進めます。公募に関する具体的なスケジュールが

決まりましたら、香取市及び利根川下流河川事務所のホームページで公表する予

定です。 

〇　本調査の詳細は、香取市ホームページ及び利根川下流河川事務所ホームページ

にて掲載しています。 

・香取市ホームページ　https://www.city.katori.lg.jp 

・利根川下流河川事務所ホームページ　https://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/ 

令 和 ５ 年 １ 月 3 1 日 

千 葉 県 香 取 市 

国土交通省関東地方整備局 

　　　利根川下流河川事務所 

 
 

（仮称）次期佐原広域交流拠点運営等事業に関するサウンディング調査の

結果を公表します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 5年 1月 

 発表記者クラブ

 竹芝記者クラブ・茨城県政記者クラブ・千葉県政記者会・神奈川建設記者会 

香取記者クラブ

問い合わせ先 

 

香取市　生活経済部　商工観光課 

〒287-8501　千葉県香取市佐原ロ２１２７ 

商工観光課長　　髙安　孝一 
たかやす こういち

ＴＥＬ：０４７８－５０－１２１２（直通） 
 

国土交通省　関東地方整備局　利根川下流河川事務所 

〒287-8510　千葉県香取市佐原イ４１４９ 

副所長　田所　百年裕 
たどころ も と ひろ

ＴＥＬ：０４７８－５２－６３６１（代）

https://www.city.katori.lg.jp
https://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/
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利根川下流河川事務所 

 

（仮称）次期佐原広域交流拠点運営等事業に関するサウンディング調査 

調査結果 

 

1.サウンディング調査の目的 

本サウンディング調査は、佐原広域交流拠点（以下、「本施設」）の次期事業において、事業条件（事

業スキーム、業務範囲等）や第１期事業からの変更が考えられる点等について、民間事業者から広く

意見や提案を聴取し、民間事業者の選定手続に反映することを目的に実施しました。 
 

2.サウンディング調査のスケジュール 

 

3.サウンディング調査の実施状況 

n 参加者数 ........ ４社（法人又は法人のグループ） 
n 開催方法 ........ WEB による個別対話 
 

4.サウンディング調査の結果概要 

（1） 参画意欲、関心のある業務・施設へのご意見・ご要望 

Ø４社すべてが次期事業への参画意欲を有し、グループでの参画を想定していました。 

Ø投資・改修・運営・プロジェクトマネジメント等、各社が様々な役割での参画を想定していまし

た。 

 
（2） 次期事業の方向性へのご意見・ご要望 

Ø本施設の有する４つの拠点機能（防災拠点、水辺交流拠点、文化交流拠点、交通拠点）を強化す

る方向性について、施策の提案や実現可能性などに関する意見がありました。 

Ø防災拠点機能の強化に関して、防災教育等の拡充による認知度の向上などの意見の他、防災教育

展示に係る情報の更新や太陽光発電設備及び蓄電設備が必要という意見がありました。 

Ø水辺交流拠点の機能強化に関して、水辺の更なる利活用に対する意見や、川辺のオープン空間を

飲食に活用する意見がありました。 

Ø文化交流拠点機能の強化に関して、増床による地産地消レストランや川への眺望を活かしたレス

トラン整備などの意見がありました。一方で、レストランの運営は収益の確保に留意が必要とい

う意見がありました。また、地元特産品を増やしてほしいとする意見、物販機能強化の優先度が

飲食機能強化より高いという意見がありました。 

Ø交通拠点機能の強化に関して、渋滞対策・利用者増のため駐車場の増設が必要という意見があり

ました。その他、レンタサイクル・観光案内・舟運の活用・強化に関する意見がありました。 

Ø別添資料 4にて開示した改修工事案について、内装の更新による施設美観の向上、ウォシュレッ

ト設置などの意見もありましたが、概ね異論はありませんでした。 

 

（3） 次期事業の事業条件 

Ø次期事業も引き続き国・市による一体的な事業実施が必要という意見がありました。 

 日程 内容

 令和４年９月２日（金） 資料の公表、参加募集開始

 令和４年９月 30日（金） 資料開示申込・参加申込の締切

 令和４年 10月 12 日（水）～24 日（月） 個別対話の実施



 

Ø次期事業での改修工事の実施について、代替営業スペース等を考慮すれば施設供用中でも実施可

能という意見がありました。 

Ø機能強化や改修はサービス購入型での実施が望ましいという意見がありました。 

Ø独立採算・付帯事業部分は、災害や感染症のリスク分担、施設利用料を適切に協議することが望

ましいという意見がありました。 

Ø事業期間は、大規模修繕の取扱いを整理したうえで適切に設定することが必要という意見があり

ました。 

 

（4） グリーンインフラの機能向上・活用メニュー（案） 

Øキャンプ・グランピング・BBQ などは誘客・収益増につながる一方、増水リスクや高規格堤防上

での制約を考慮した利用条件の整理が必要という意見がありました。 

Ø水辺教育実施や、水辺活用のためのハード整備は、公共負担が望ましいとの意見がありました。 

 

（5） その他のご意見・ご要望 

Ø具体的な今後のスケジュールや過去に実施したイベント毎の来客数、対象エリアのハザードマッ

プなどの情報を提供してほしいという意見がありました。 

Ø敷地を活用して、民間・公共施設を誘致する可能性もあるという意見がありました。


